
公的研究費等の不正防止に関する基本方針

株式会社 Octalab

株式会社 Octalab（以下「当会社」という。）は、公的研究費等が国民の税金その他の公的資金を
原資とするものであり、その管理及び執行にあたっては、高い公共性、透明性及び説明責任が求
められることを深く認識する。

当会社は、公的研究費等の不正使用を防止し、適正な運営・管理を行うため、以下のとおり基本
方針を定める。

１　責任体系の明確化

当会社は、公的研究費等の運営・管理に関する責任体系を明確にする。

当会社全体を統括し、公的研究費等の運営・管理について最終責任を負う者として、最高管理責
任者を置く。

最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について当会社全体を統括する実質的な責
任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置く。

公的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進
責任者を置く。

２　適正な運営・管理の基盤整備

当会社は、公的研究費等の運営・管理に関わる役員、従業員、研究者、研究補助者その他関係者
に対し、公的研究費等の使用ルール、事務処理手続、発注・契約・検収・支払の方法、不正使用防
止に関する事項を周知する。

当会社は、関係者に対するコンプライアンス教育及び啓発活動を実施し、公的研究費等の適正な
使用に関する理解と意識の向上を図る。

３　不正を発生させる要因の把握と不正防止計画

当会社は、公的研究費等の不正使用を発生させる要因を把握し、これに対応するため、不正防止
計画を策定する。

不正防止計画は、最高管理責任者の基本方針に基づき、統括管理責任者及び防止計画推進部署が
中心となって策定し、実施状況を確認する。

当会社は、モニタリング、内部確認、内部監査、外部専門家からの助言、研究費の執行状況等を
踏まえ、不正防止計画を定期的に点検し、必要に応じて見直す。
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４　発注・契約・検収・支払の適正化

当会社は、公的研究費等による購買、契約、発注、検収、支払その他の会計処理について、権限と
責任を明確にし、適正な決裁手続に基づき実施する。

購買、契約等の決裁は、原則としてマネーフォワードクラウド等のワークフロー機能を用いて行
い、決裁経路、承認者、承認日時及び関連証憑を記録する。

購買、契約等については、最高管理責任者及び統括管理責任者の決裁を要するものとする。また、
500万円を超える発注計画については、事前に全社会議に付議し、承認を得るものとする。

データベース、プログラム、デジタルコンテンツ作成、解析業務、機器の保守・点検その他特殊
な役務契約については、報告書その他成果確認に必要な資料の提出を求め、必要に応じてソース
コードバージョン管理システム等を活用して検収を行う。

５　相談・通報窓口の設置

当会社は、公的研究費等の不正使用及び研究活動における不正行為に関する相談・通報窓口を設
置し、機関内外に周知する。

相談・通報にあたっては、電子メールその他適切な方法により受け付けるものとし、通報者及び
相談者の秘密を保護する。

当会社は、相談又は通報を行ったことを理由として、通報者又は相談者に不利益な取扱いを行わ
ない。

６　モニタリング及び内部監査

当会社は、公的研究費等の適正な運営・管理を確保するため、研究費の執行状況、発注・契約・検
収・支払の記録、取引先の偏り、特殊な役務契約の検収状況等について、継続的にモニタリング
を行う。

当会社は、内部監査を実施し、公的研究費等の管理体制及び運用状況を確認する。

会計処理、研究費の執行、契約、税務その他必要な事項については、外部公認会計士から毎月助
言を受け、管理体制の適正性及び実効性の向上を図る。

７　不正発生時の対応

当会社は、公的研究費等の不正使用又はその疑いが生じた場合には、関係規程に基づき、適正か
つ迅速に調査を行う。
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不正が認定された場合には、配分機関等への報告、研究費の返還、関係者への措置、再発防止策
の策定その他必要な対応を行う。

８　継続的改善

当会社は、公的研究費等の不正防止に関する取組が形式的なものにとどまらないよう、教育、啓
発、モニタリング、内部監査、外部専門家からの助言、実務上の課題等を踏まえ、継続的に体制
及び手続を見直す。

附則

本基本方針は、令和８年６月１日から施行する。
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